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令和３年度全国学力・学習状況調査の結果の取扱い及び 

調査結果の活用について（通知） 

 

令和３年度全国学力・学習状況調査（以下「本調査」という。）の結果については，「令

和３年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」（令和２年 12 月 23 日文部科学事務

次官決定。以下「令和３年度調査実施要領」という。）に基づき，令和３年８月 31日に公

表いたしました。 

本調査の結果については，実施要領に基づき，適切に取り扱う必要があります。また，本

調査の結果は，各教育委員会，学校法人，国立大学法人，公立大学法人，学校設置会社及び

学校（以下「各教育委員会，学校等」という。）において十分に活用され，教育施策の成果

と課題の検証・改善や学校における教育指導の改善等に役立てられることが重要です。 

本調査の結果の取扱い及び活用に関する留意事項は下記のとおりですので，各教育委員

会，学校等におかれては，適切な対応をお願いいたします。 

都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会（指定都市教育委員会を除く。）

及び関係する所管の学校に対して，指定都市教育委員会におかれては関係する所管の学校

に対して，国立大学法人学長及び公立大学法人学長におかれては関係する附属学校に対し

て，本通知の内容について指導，助言及び周知をお願いいたします。都道府県知事におか

れては関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して，構造改革特別区域

法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体の長におかれて

は関係する域内の株式会社立学校及びそれを設置する学校設置会社に対して，本通知の内

容について十分周知をお願いいたします。 

 

 



記 

 

Ⅰ．調査結果の取扱いについて 

本調査の結果の取扱いについては，令和３年度調査実施要領に基づき，適切に行うこ

と。これまでの全国学力・学習状況調査の結果についても，当該年度の実施要領に基づ

き，引き続き取り扱うこと。 

 

Ⅱ．調査結果の活用について 

１．基本的な考え方 

  各教育委員会，学校等においては，調査結果を十分活用して，児童生徒の学力や学習

状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図るとともに，その

ような取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること，また，

学校における教育指導の充実や学習状況の改善に役立てることが重要であること。 

なお，文部科学省としては，調査結果を活用した取組を支援するため，別添に示す取

組を行っており，各教育委員会，学校等において積極的に御活用いただきたいこと。 

 

２．調査結果の分析・検証 

（１）教科に関する調査の結果の分析・検証 

   児童生徒の学力の状況や課題等を的確に把握・検証するため，①教科ごとの平均正

答数，平均正答率，中央値等の数値データによる分析だけではなく，②児童生徒の正

答数の分布の形状等から全体的な状況を把握・検証したり，③問題別の結果から学習

指導要領の領域や評価の観点，問題形式ごとの正答や無解答の状況を分析したり，④

解答類型別の結果から個々の問題における誤答や無解答の状況を分析したり，⑤これ

までの調査の結果の状況や地方公共団体における独自の調査の結果等と比較分析した

りするなど，それぞれの状況に即し，多面的な分析を行い，指導上の課題等を明らか

にすること。 

 

（２）質問紙調査の結果の分析・検証 

   児童生徒及び学校に対する質問紙調査の結果の分析・検証により，児童生徒の学習

意欲・学習環境・生活習慣等や学校の指導方法に関する取組，教育条件の整備の状況

等の具体的な状況を把握・検証するとともに，これらの状況と学力との関係について

分析を行ったり，学力や学習状況等の調査の結果を組み合わせて各教育委員会，学校

等における全体的な特徴を把握・分析したりすることなどにより，教育や教育施策の

成果，取り組むべき課題等を明らかにすること。特に，今年度の調査については，新型

コロナウイルス感染症の影響や ICT を活用した学習状況に関する項目等の観点からも

各教育委員会，学校等における状況を把握・分析し，取り組むべき課題等を明らかに

すること。 

 

３．学校における改善に向けた取組の推進 

（１）各学校においては，調査結果の分析・検証の結果を踏まえ，指導計画等に適切に反映



させるなど，教育指導等の改善に向けて計画的に取り組むこと。また，その際には，調

査対象の学年や教科だけではなく，全学年，全教科等を対象として，学校の教育活動

全体を見渡した幅広い観点から取り組むべき課題や，その改善に向けた取組について

検討すること。 

 

（２）具体的には，教育指導等の改善に向けて次の事項について取り組むことが考えられ

ること。 

ア 平成 29 年３月に公示された小学校及び中学校の新学習指導要領の趣旨を踏まえ，

習得・活用・探究という学びの過程全体を見渡しながら，児童生徒の資質・能力を

育成するため，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を図ること。

その際，各教科等の特質に応じて，具体的な学習内容，単元や題材などの構成，学

習の場面等に応じた指導方法について研究を重ね，適切な指導方法を選択しながら，

工夫して実践すること。 

また，調査結果における学校と児童生徒の回答状況を比較すると，学校が指導を

行ったと考えていても，そのように受け取っていない児童生徒が一定の割合で存在

する場合もあることにも留意すること。 

イ 学習内容の習熟の程度に応じた学習や児童生徒の興味・関心等に応じた課題学習，

補充的な学習や発展的な学習，ICT機器を活用した学習などの学習活動を取り入れ

ることによる個に応じた指導の適切な実施や，専科指導の導入や家庭学習の課題の

適切な提供などによる具体的な指導内容や指導方法等の改善に向けた取組を行う

こと。特に，課題が見られた児童生徒に対しては，学習状況の改善や学習意欲の向

上につなげていくという観点を十分考慮しながら，それぞれの課題に応じて，補充

学習等の教育指導を適切に行うことなどにより，学力の定着に努めること。 

ウ 保護者や地域等の理解と協力の下に十分に連携をとりながら，家庭における学習

習慣や生活習慣等の改善に向けた取組を行うこと。 

エ 課題の見られた点を中心に，教職員の指導力の向上，指導内容や指導方法等の改

善を図るため，校内研修等を適切に実施すること。その際，別添に示した各種資料

等も積極的に活用すること。また，調査結果の分析・検証の結果については，学校

全体で共有し，調査実施学年以外の学年や調査実施教科以外の教科等の指導改善等

にも活用すること。 

オ 同一校区内の小学校と中学校において課題を共有して改善に取り組むなど，十分

に連携をとりながら取組を行うこと。 

 

４．教育委員会における改善に向けた取組の推進 

（１）各教育委員会においては，調査結果の分析・検証の結果を踏まえ，それぞれの役割と

責任に応じて，改善計画等の作成を行うことなどにより，域内の教育や教育施策の改

善に向けて総合的かつ計画的な取組を進めること。 

（２）各教育委員会においては，改善計画等に基づき，具体的には，次の事項について取り

組むことが考えられること。 

ア 学校における具体的な改善の計画や取組に対し，学校の状況に応じて，必要な指



導，助言や支援等を行うこと。その際，特に課題が見られる学校における改善の取

組を促すとともに，積極的に支援すること。 

イ 指導内容や指導方法等の改善を推進するため，指導資料や教材の作成，教職員研

修の実施や授業研究等への支援，教職員や非常勤講師の配置等への配慮など，教育

施策の改善に適切に反映させること。 

ウ 優れた取組を行っている学校等の事例や調査結果の分析・検証手法等の周知に努

めるなど，域内における教育指導や家庭における学習習慣・生活習慣等の改善に向

けた取組を推進すること。 

 

５．教育に関する検証改善サイクルの確立 

  各教育委員会，学校等においては，上記の取組等を通じて，保護者等への説明責任を 

適切に果たしつつ，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することが求められ 

ること。そのため，調査結果の分析・検証の結果を踏まえた改善の取組については，域 

内全体や学校ごとの教育や教育施策に適切に反映させるとともに，教育委員会や域内の 

学校の教職員等が情報を適切に共有しながら取り組むことが重要であること。 

また，調査結果を活用した取組の成果を踏まえ，改善計画等の必要な見直しを行うな 

ど継続的な検証改善サイクルの確立に向けた取組を進めることが重要であること。 

 

 

  



 

 別添 文部科学省における全国学力・学習状況調査結果の活用に係る令和３年度の取組 

 

 参考資料１ 令和３年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領（抜粋） 

 

 参考資料２ 令和３年度全国学力・学習状況調査の調査結果に関する 

萩生田文部科学大臣コメント 

 

 

（参考）「全国的な学力調査（全国学力・学習状況調査）」のホームページ 

    （文部科学省ウェブサイト） 

    URL https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/index.htm 

 

「令和３年度全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料」のホームページ 

（国立教育政策研究所ウェブサイト） 

    URL https://www.nier.go.jp/21chousakekkahoukoku/index.html 
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